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答 申 

 

第１ 審査会の結論 

大津市長（以下「実施機関」という。）が請求のあった公文書の存否を明らかにしないで公文

書公開請求を拒否した決定は妥当である。 

 

第２ 審査請求の経過 

 １ 公開請求 

令和３年７月３０日、審査請求人は、大津市情報公開条例（以下「条例」という。）第６条第

１項の規定に基づき、実施機関に対して次の公文書の公開を求める公文書公開請求（以下「本件

公開請求」という。）を行った。 

「１．○○の措置に関して障害福祉課が所有している会議の議事録および資料  

２．○○の措置に関して虐待の通報に関する届出文書 

３．○○の措置に関する市の意思決定に関わる文書 

４．施設名が記載されている文書のすべて 

５．○○と○○の親子関係に関して市がこれまでに収集し作成した文書のすべて」 

２ 実施機関の決定 

   令和３年８月１６日、実施機関は、本件公開請求に係る公文書（以下「本件公文書」という。）が存

在するか否かを答えること自体が、条例第７条第１号により非公開とすべき情報を公開するこ

ととなることを理由に、条例第１０条の規定に基づき、その存否を明らかにせず公文書非公開

決定（以下「本件処分」。という。）を行った。 

３ 審査請求 

   令和３年８月２３日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法第２条の規定

に基づき、審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求の趣旨 

   本件処分を取り消し、全部の公開を求めるものである。 

 

第４ 審査請求人の主張要旨 

   審査請求人の主張は、概ね次のとおりである。 

 １ 大津市が虐待防止法に基づき、○○に措置（処分）を行ったこと自体は、公権力の発動であっ

て、個人に関する非公開情報には該当しない。 

２ 障害者虐待防止法の養護者による虐待によって、私の○○が保護され、施設に入所している。

私が虐待していたという事実はなく、不服申し立てをしたいと思っている。しかし、市はそもそ

もいかなる事実をもって虐待があったと認定したのか、その内容を全く明らかにしない。市の

認定した虐待の事実を知り、その処分の妥当性について検討、判断するため、今回の請求に至っ
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たものである。 

３ 特定個人のプライバシーに関わる部分を非公開にすることについては、やむを得ないと考え

るが、処分の有効性、妥当性を判断するための外形的、客観的事実については、公開をする必要

があると考える。  

 

第５ 実施機関の主張要旨 

   実施機関の主張は、概ね次のとおりである。 

 １ 審査請求人が公開を求めている文書の存否を答えることにより以下に掲げる非公開情報を公

にすることとなるため、請求対象公文書の存否を明らかにせず非公開決定をした。 

 （１）条例第１０条に該当することについて 

    本件公文書が存在しているか否かを答えるだけで、「非公開情報を公開することとなるとき」

に該当する。 

 （２）条例第７条第１号本文に該当することについて 

    本件公文書の存否に関する情報は、特定の個人を識別することができる情報を含むため、

条例第７条第１号本文の個人に関する情報に該当する。 

 （３）公文書の公開請求権を定めた条例第５条は、何人にも等しく公文書公開請求を認めている

が、請求者が公開請求に係る公文書に記載されている情報についても親子関係であるか等の

個別的事情は、公開・非公開の判断に影響を及ぼす規定も存在しないことから、親子関係であ

ることを理由として本件の存否情報を公開することは適当ではない。 

 ２ 以上のことから、本件処分には、違法又は不当な点は何ら存在しない。 

 

第６ 当審査会の判断理由 

 １ 本件公開請求について 

   実施機関は、本件公開請求に対して本件公文書の存否を答えることにより、条例第７条第１

号に掲げる非公開情報を公開することになるとして、その存否を明らかにしないで公開請求を

拒否する決定を行った。 

これに対して、審査請求人は、大津市が虐待防止法に基づき、特定個人に措置（処分）を行っ

たこと自体は、公権力の発動であって、個人に関する非公開情報には該当しないとして本件公文

書の公開を求めていることから、本件処分の妥当性について検討する。 

 ２ 公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することについて 

  条例第１０条は「公開請求に対し、当該公開請求に係る文書が存在しているか否かを答える

だけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにし

ないで、当該公開請求を拒否することができる。」と規定している。 

これは、公開請求に対しては、当該公開請求に係る公文書の存否を明らかにした上で公開決定

等をすべきところ、その例外として公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否すること

ができる場合について定めたものである。 

 ３ 本件処分の適否について 

   条例第７条第１号本文は「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除
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く。）であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特

定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはで

きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」を非公開情

報として規定している。 

   本件公開請求は、特定の個人の措置等に関する公文書の公開を求める趣旨で行われたもので

あり、その存否を答えることにより、条例第７条第１号本文に規定する、特定の個人を識別する

ことができる情報（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）とともに、当該個人の措置に関して虐待の通報が行われたこと及び親子関

係等の事実の有無に関する情報を公開するのと同じ結果を生じさせるものと認められる。 

また、当該情報が、非公開情報の例外を定めた条例第７条第１号ただし書に該当するとは認め

られない。 

 ４ 審査請求人の他の主張について 

   審査請求人は、本件公開請求に係る個人と親子関係にあることを述べているが、公文書の公

開請求権を定めた条例第５条は、何人にも等しく公文書公開請求を認めており、請求者が公開

請求に係る公文書に記録されている情報について当事者であるか等の個別的事情が公開・非公

開の判断に影響を及ぼす規定も存在しないことから、本件審査請求に係る当審査会の判断に影

響を及ぼすものではない。 

 ５ 結論 

以上のことから、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第７ 審査会の処理経過 

   審査会の処理経過は次のとおりである。  

年  月  日 処  理  内  容 

令和３年 ９月１７日 諮問書の受理 

令和４年 １月１９日 実施機関からの事情聴取 

審議 

令和４年 ２月２１日 審査請求人の意見陳述 

審議 

令和４年 ４月２５日 審議 

令和４年 ５月２３日 審議 

令和４年 ７月 ４日 審議 

令和４年 ８月 ４日 審議 

令和４年 ８月１６日 答申 

 


